
次の両方に該当する老朽危険空き家 

・ 市内に所在する戸建住宅（併用住宅は 1／2 以上が住宅のもの、長屋住宅を含む）で、

１年以上使用されていないもの 

・「特定空家等※」または「特定空家等」に準ずるものとして市長が認めるもの 

   ※空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第２項に規定される空き家 

次のすべてに該当する者 

・空き家の所有者またはその相続人（個人に限る） 

・市税の滞納をしていない者 

・前年※の所得について、給与所得のみの者は収入金額 1,442 万円以下、それ以外の者は

所得金額 1,200 万円以下である者（※申請日が 1/1～5/31 の場合は前々年） 

・共有者又は複数の相続人がいる場合は、申請者以外の共有者又は相続人から解体の同意を

得られていること    

次のすべてに該当する必要があります 

・老朽危険空き家及びその敷地内の附属建築物・工作物（門、塀など）を全て解体する工事

であること 

・建設業の許可又は解体工事業者登録を受けている者が行う工事であること 

・公共事業等の補償の対象となっていないもの 

・空き家の解体工事費の２分の１以内で上限５０万円 

（家財道具の撤去、運搬、処分費は含みません）。 

・前年※の所得が 200 万円以下である者の場合には、解体工事費の 10 分の１以内で 

上限 20 万円の上乗せがあります（※申請日が 1/1～5/31 の場合は前々年） 

・裏面に申請の流れと提出書類について記載して 

ありますので、ご確認ください 

・老朽危険空き家の判定には、事前の申請が必要です 

 

 

安全で安心な暮らしの確保及び居住環境の改善を図るため、老朽した危険な空き家の除却に 

要する費用の一部を補助する制度です。 

 

受付期間：令和 3 年４月 5 日（月）～１２月２４日（金） 

※先着順。予定件数に達した時点で締切ります。 

          

○補助対象となる空き家 

  

 

 

 

 

○申請者の要件 

  

 

 

 

 

 

 

○補助対象工事 

 

 

 

 

 

○補助金額 

 

 

 

 

○提出書類など 

 

 

 

詳しくはお問い合わせください。⇒ 

老朽危険空き家の解体に係る補助金のご案内 

お問い合わせ先 

 長野市 建設部 建築指導課 

  空き家対策室 （第二庁舎７階） 

 ＴＥＬ ０２６－２２４－８９０１ 

 ＦＡＸ ０２６－２２４－５１２４ 



     【必要書類】 
・・・・長野市空き家解体･利活用事業実績報告書（様式第７号） 

解体工事請負契約書の写し 
工事費の領収書の写し 
工事写真（着手前、工事中、完了時） 

       

    【必要書類】 
・・・ 長野市空き家解体･利活用事業補助金交付請求書（様式第８号） 

    【必要書類】 
・・・長野市老朽危険空き家事前調査申請書（様式第１号） 

空き家の位置図 
空き家の現況写真（敷地全景、建物２面以上） 

    【必要書類】 
・・・長野市老朽危険空き家解体事業補助金交付申請書（様式第２号） 

空き家の位置図 
空き家の使用状況報告書（様式第４号） 
建物の登記事項証明書（未登記の場合は固定資産課税台帳 

              又は固定資産税納税通知書の写しなど） 

    解体工事の見積書の写し 
    所得証明書 ※ 収入金額や所得金額のわかるもの 
    市税の未納がない証明書 
    他の共有者又は相続人の解体工事同意書 

補助申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老朽危険空き家の事前調査申請 

解体工事の契約・工事着

手 

老朽危険空き家に 

    該当 

現地調査・判定 

完了確認 

判定通知 判定通知（補助対象外） 

老朽危険空き家に 

該当しない 

解体事業補助金の申請 

指定口座へ振込 

補助金交付決定通知 

工事の実績報告 

補助金の確定通知 

補助金の交付請求 


